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第４章 水道事業の現状分析と課題 

将来において、上里町水道事業が安定的に継続することを目的として水道施設の

現状を踏まえ、施設能力、耐震性、老朽度等についての課題を抽出いたします。 

４.１ 普及状況 

水道普及率は、平成 17 年度には 100％に達し、その後 99.8％に低下したもの

の、平成 21・22 年度に 100％となり、平成 23・24 年度には再び 99.8％に低

下し、平成 25 年度には 100％になっております。総体的には、高い普及率を維持

しています。 

図表 4.1.1 普及率
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４.２ 給水量の実績 

平成 16 年度から平成 25 年度までの過去 10 年間の行政区域内人口、給水人口、

一日平均給水量、一日最大給水量を示します。（図表 4.2.1）本町の行政区域内人口

は、平成 15 年度より土地区画整理事業等により人口増加がみられるものの、平成

20 年度をピークに微減傾向を示しており、平成 25 年度末で 30,650 人となって

おります。給水区域内人口も行政区域内人口と同様に推移しております。 

一日平均給水量は、給水人口の増加に伴って、微増傾向を示しており、平成 20

年度以降も微増傾向を示しています。また、一日最大給水量は、年度により変動は

あるものの、15,100～16,100ｍ3/日の範囲で推移しております。

図表 4.2.1 給水人口と給水量の実績 
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４.３ 施設状況 

1）建設年度 

近年の投資額は、創設後(昭和 63 年:1988 年)の 1991 年に 9.3 億円、1998

年に 15.8 億円、2010～2013 年に 1.5～2.4 億円を投資しております。また、

配水管の布設延長も創設後の 1988 年以降に増加しており、1993～1996 年に

ピークに達しています。 

帳簿原価はデフレータで現在価格に換算した値で示しております。 

 図表 4.3.1 帳簿原価

   図表 4.3.2 布設延長 
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写真 上里町浄水場第 2 水源 

写真 上里町浄水場第３水源 

４.４ 取水施設の現状と課題

（1）取水施設の現状 

 本町の取水施設は、県受水を除くとすべて深井戸で賄われております。上里町浄

水場では第 1、第 2、第 3 水源の 3 ヶ所、上里町第二浄水場では、第 6、第 7 水源

の 2 ヶ所の合計 5 ヶ所から取水を行っております。 

1）取水量 

 平成 3 年度に建設された第 1、第 2 水源、昭和 57 年度に建設された第 3 水源、

平成 10 年度に建設された第 6、第 7 水源は、取水量の減少は見られません。 
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2）水質 

平成 16 年度～平成 25 年度までの 10 ヶ年の水質結果より、比較的高めの水質項

目として、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、鉄、マンガン、硬

度、蒸発残留物、有機物等（TOC）、ｐＨ、色度、濁度を整理いたしました。 

5 ヶ所の水源結果では、硬度と蒸発残留物の濃度がやや高めでありますが、水質

基準値を満たしております。 

3）機能性(耐震性) 

 簡易診断結果による上里町浄水場の第 1、第 2、第 3 取水井および上里町第二浄

水場の第 6、第 7 取水井は、液状化のおそれはなく耐震性も高い結果となりました。

上里町浄水場の取水井の耐震性を向上させるため、導水管の躯体貫通部において地

震時に地盤変動を吸収する可とう管を設ける必要があります。 

（2）取水施設の現状および課題の整理 

現   状

◇ 上里町浄水場の導水管の耐震性が低い。

◇ 上里町第二浄水場の導水管の耐震性は高い。 

◇ 硬度および蒸発残留物濃度が高い。

◇ 毎年水質検査計画書を策定して、水質監視を実施している。

今後の課題

◆ 導水管を耐震管種への布設替え

◆ 残留塩素や硬度および蒸発残留物等を含めた水質監視の強化
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図表 4.4.1 原水水質結果 

項  目 単位 
注 1) 

水質基準 

注 2) 

水質管理目標

設定項目 

実績値 

（第 1 水源） 

実績値 

（第 2 水源） 

実績値 

（第 3 水源） 

(H16～H25) (H16～H25) (H16～H25) 

最大 最小 最大 最小 最大 最小 

一般細菌 
集落

/mL 
100 以下 － 4 0 6 0 2 0 

大腸菌 － 不検出 － 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

硝酸態窒素及

び亜硝酸態窒

素 

mg/L 10 以下 － 6.8 5.5 7.3 4.5 4.0 3.0 

鉄 mg/L 0.3 以下 － <0.03  <0.03  <0.03  

マンガン mg/L 0.05 以下 0.01 以下 <0.005  <0.005  <0.005  

硬度 mg/L 300 以下 10-100 以下 191 179 199 170 144 124 

蒸発残留物 mg/L 500 以下 30-200 以下 311 268 323 247 222 201 

有機物(TOC) mg/L 3 以下 － 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

ｐＨ  
5.8－8.6

以下 
7.5 程度 7.1 6.8 7.2 6.8 7.5 7.2 

色度 度 5 以下 － 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

濁度 度 2 以下 1 以下 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

項  目 単位 
注 1) 

水質基準 

注 2) 

水質管理目標

設定項目 

実績値 

（第 6 水源） 

実績値 

（第 7 水源） 

(H16～H25) (H16～H25) 

最大 最小 最大 最小 

一般細菌 
集落

/mL 
100 以下 － 13 0 2 0 

大腸菌 － 不検出 － 不検出 不検出 不検出 不検出 

硝酸態窒素及

び亜硝酸態窒

素 

mg/L 10 以下 － 4.7 4.0 4.9 4.1 

鉄 mg/L 0.3 以下 － <0.03  <0.03  

マンガン mg/L 0.05 以下 0.01 以下 <0.005  <0.005  

硬度 mg/L 300 以下 10-100 以下 188 181 194 179 

蒸発残留物 mg/L 500 以下 30-200 以下 298 264 297 253 

有機物(TOC) mg/L 3 以下 － 0.5 0.3 0.5 0.3 

ｐＨ  
5.8－8.6

以下 
7.5 程度 7.4 7.2 7.3 7.0 

色度 度 5 以下 － 1.0 1.0 1.0 1.0 

濁度 度 2 以下 1 以下 0.1 0.1 0.1 0.1 

注 1) 水質基準 
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づ
けられています。 

注 2) 水質管理目標設定項目 
水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後、水道水中で検
出される可能性があるものなど、水質管理において留意する必要がある項目です。
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４.５ 浄水施設の現状と課題 

（1）浄水施設の現状 

 上里町には、上里町浄水場と上里町第二浄水場の 2 ヶ所の浄水場がありま

す。上里町浄水場は、平成 4 年 7 月から一部給水をしました。上里町第二浄

水場は、平成 10 年 7 月から給水を開始しております。 

1）浄水(配水)量の内訳 

 平成 26 年度の配水量実績では、上里町浄水場 10,798ｍ3 /日、上里第二

浄水場 4,986ｍ3/日になっております。(図表 4.5.1)また、上里第二浄水場に

は、県水を受水しております。(図表 4.5.2) 

図表 4.5.1 浄水(配水)量内訳       図表 4.5.2 県水の受水割合 

15,784ｍ3
15,784ｍ3 

(自己水 13,784ｍ3) 

(県水受水 2,000ｍ3) 

写真 上里町浄水場 写真 上里町第二浄水場 
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2）浄水施設 

上里町浄水場の浄水方法は、第 1、第 2 水源の連合導水管に次亜塩素を圧入し、

配水池へ導水すると共に、第 3 水源からの原水を直接配水池へ導水しております。 

また、上里町第二浄水場は、第 6、第 7 水源を配水池へ導水し、次亜塩素を配水

池へ注入しております。両浄水場共に、残留塩素を計測して配水しております。 

3）機能性(耐震性) 

 安定した水道水を供給するため、本町では非常事態において一方の浄水場が停止

になった場合に備え、両浄水場を連絡管(ダクタイル鋳鉄管Ａ形)で接続しています。 

今後は、将来発生する地震に備えて、耐震化を図る必要があります。 

（2）浄水施設の現状および課題の整理 

現   状

◇ 上里町浄水場の第 3 水源が直接配水池に流入している。 

◇ 両浄水場の一部の電気・機械計装設備が劣化・耐用年数を超過している。

◇ 両浄水場構造物は簡易診断しか実施していないため、 

二次診断により耐震性能を確認する必要がある。

◇ 浄水場間の連絡管が非耐震管である。

◇ 浄水場内の配水池等の内面防水は耐用年数を超えている。

◇ 管理棟の防水機能が低下している。

◇ 発電機用の A 重油を突発的な災害時に確保する必要がある。

今後の課題

◆ 上里町浄水場次亜注入設備の注入方式の見直し 

◆ 上里町第二浄水場の電気・機械計装設備の更新

◆ 上里町浄水場の電気・機械設備の更新(一部)

◆ 管理棟、配水池の二次診断の実施 

◆ 浄水場間の連絡管の耐震化

◆ 塗膜防水等の補修工事の実施

◆ 非常時自家用発電機の A 重油の確保のための業務協定

写真 上里第二浄水場次亜注入設備 写真 上里町浄水場次亜注入設備 
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４.６ 配水施設の現状と課題 

（1）配水施設の現状 

 配水施設は、飲料水を貯留、輸送、供給するためのもので、配水池、配水ポンプ

設備、配水管、バルブ等で構成しております。 

配水ポンプ設備は、お客様への水の供給システムとして欠かせないものですが、

電力量を費やしますので、その制御は、省エネルギー化および地球温暖化対策につ

ながります。平成 25 年度には、上里町第二浄水場の配水ポンプ 5 台の内 4 台をイ

ンバータ制御化に、平成 26 年度には、上里町浄水場の 7 台すべてをインバータ制

御化しており、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の削減および省エネルギー対策

に努めてまいりました。今後も配水施設全体の効率化に努め、更なる省エネルギー

化を図ります。 

1）配水池の容量 

 配水池は、お客様の時間的な水の使用量を調整するための機能と非常時（地震、

災害および事故）において可能な限りお客様へ供給を継続するための機能を必要と

します。配水池の必要容量は、一日最大給水量の 12 時間分を標準としております。 

表 4.6.1 上里町上水道の配水池運用実績 

水系名 施設名 配水地容量 一日最大配水量 貯留時間 備考 

上里町 

浄水場 
第 1･2 配水池 4,728ｍ3 10,798ｍ3/日 10.5ｈ H26 年 4 月 27 日 

上里町 

第二浄水場 
No1･2 配水池 5,360ｍ3 4,986ｍ3/日 25.8ｈ H26 年 6 月 23 日 

計 10,088ｍ3 15,784ｍ3/日  15.3ｈ (12.0ｈ以上) 

写真 上里町第二浄水場配水池 写真 上里町浄水場配水池 
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2）配水管 

 本町の配水管延長は、約 222ｋｍあります。その内、法定耐用年数の 40 年を超

過している配水管は、年度不明と昭和 40 年代を合わせて 4 割強になり、老朽管に

よる漏水事故を防止して有収率の向上をはかる必要があります。また、管種割合は、

塩化ビニル管 6 割、ダクタイル鋳鉄管 2 割強、ポリエチレン管が 1 割強になってお

り、耐震対策の観点から基幹管路については、老朽管の更新とあわせて耐震化を図

る必要があります。 

図表4.6.2布設年代別状況(平成25年度)    図表4.6.3管種別状況(平成25年度)     

図表 4.6.4 配水管の変遷 

3）給水管 

 本町の給水管は、袋小路等において個々に住宅が増加したケースでは、給水管が

複数埋設されており、道路内を輻輳
ふくそう

（集中・混雑）しております。そのため輻輳管

を整理統合するには、新たに配水支管を埋設する必要があります。 
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4）機能性(耐震性) 

 簡易診断結果による上里町浄水場の第 1・第 2 配水池および上里町第二浄水場の

No1・No2 配水池は、液状化のおそれはなく耐震性も中程度の結果となりました。 

 今後は、配水池等の詳細診断を実施して既往構造物の耐久性を確認する必要があ

ります。 

場内配管の詳細耐震診断結果では、上里町浄水場はダクタイル鋳鉄管のＫ形が布

設されており耐力が不足しております。上里町第二浄水場は、ダクタイル鋳鉄管の

ＳⅡ形が布設されており、耐震性能は有しております。 

町内に布設された配水管の耐震性能は、南東地区の比較的良質地盤(町域の 1/3)

に布設されたダクタイル鋳鉄管 K 形が耐震適合管として耐震性が確保されています。 

図表 4.6.5 耐震管および耐震適合管

出典：国立研究開発法人 防災科学技術研究所 

（J-SHIS 地震ハザードステーション）

良い地盤 

悪い地盤 
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（2）配水施設の現状および課題の整理

現   状

◇ 給・配水管管理図を紙ベースで管理している。

◇ 布設替えに合わせて老朽管バルブを交換しているが、 

計画的に実施する必要がある。 

◇ H27 年度に耐震化計画を策定しており、基幹管路・施設等の耐震対策が必要である。

◇ 基幹管路の耐震化と漏水原因となる老朽管の更新が必要である。 

◇ 更新には莫大な事業費がかかる。

◇ 石綿セメント管を含めた老朽管の更新が必要である。

◇ 民有地内に老朽管が埋設されている。

今後の課題

◆ 給・配水管管理図の電子化

◆ 老朽化バルブの計画的な更新

◆ 配水池等の詳細診断および配水池や基幹管路等の耐震化

◆ 東大御堂南地区の低水圧解消

◆ 有効・有収率の向上

◆ 老朽管の計画的な更新(アセットマネジメントシステムの導入)
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４.７ 水道管理の現状と課題 

（1）水道管理の現状 

 水道施設を管理するには、事故を未然に防ぐための高い専門性の知識や事故予知

が必要になります。本町では、平成 26 年度より民間企業に浄水場の運転操作管理

業務など委託し、24 時間安定供給に努めております。具体的に浄水場では、原水・

浄水の水質監視、機械・電気設備や取水・配水流量等の状態監視、浄水場より離れ

た第３水源は遠方監視を日々行っています。また埼玉県による立入り検査を 3 年毎

受けており、法令の遵守および適正な事業運営の指導を頂いております。 

1）水源 

 深井戸であるため水量、水質は比較的安定しておりますが、日常監視には、特に

注意を払っております。また、県受水についても水質汚染事故が発生した場合には、

｢水質汚染事故マニュアル｣に基づき、速やかに関係機関との対応が可能な体制にな

っております。 

2）浄水場、配水管 

 浄水施設の総体的な管理に加え、突発的な故障

または水質変動による対応(給水停止)や施設およ

び機器類の更新に関わる施設管理は、水道職員が

対応しております。そのため、施設管理を行うに

は、技術職員の技術力の向上が不可欠です。実際

には、技術職員は不足傾向にあり第三者委託など

の導入も今後検討が必要になります。 

配水施設では、老朽化した配水管からの漏水に

より有収率が逓減
ていげん

しており、高度な漏水調査を必

要とします。 

水道の布設工事において水道事業者は「布設工

事監督」の資格を有する者を指名しなければなら

ず、水道職員での有資格者数は平成 27 年度現在

で、1 名を有し水道技術管理者と兼務しておりま

す。また、町全職員内の有資格者すべての年齢が

40 代以上であり今後、若手の技術職員の確保及

び育成が必要となります。

資格名 取得者 

布設工事監督者 
（3） 

1 

水道技術管理者 
（5） 

1 

図表 4.7.1 水道職員者数 

図表 4.7.2 水道資格者数 
(Ｈ27 年度) 

※（）は、町全職員の有資格者 
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3）水質監視体制 

 年間を通して水質基準に適合した安全な水道水を供給できるよう、毎年水質検査

計画書を策定して監視を行っております。 

原水の水質検査は、5 ヶ所の水源で採水した原水において、毎年 1 回の頻度で水

質基準(38 項目)とアンモニア態窒素、3 ヶ月に 1 回の頻度で大腸菌、嫌気性芽胞菌

を定期的に実施しております。また、浄水では、給水末端部の古新田公園と堤調節

池運動公園の 2 ヶ所において、毎年 1 回の頻度で水質基準(51 項目)、3 ヶ月に 1

回の頻度で消毒副生成物(11 項目)、硬度、蒸発残留物、1 ヶ月に 1 回の頻度で水質

基準(10 項目)、放射性物質を実施しております。また、色度、濁度および残留塩素

は、毎日検査しております。 

水質検査の効率化および精度の向上を図るため、外部検査機関に委託しておりま

す。今後も水質検査の監視を行い、特に水質基準値の 20％を超過する項目について

は、注視する必要があります。 

図表 4.7.3 平成 27 年度水質検査回数

検査回数 浄水 原水 

1 回/年 ・水質基準(51 項目) 
・水質基準(39 項目) 

・アンモニア態窒素※1 

1 回/3 ヶ月 

・消毒副生成物(11 項目) 

・硬度※2 

・蒸発残留物※2 

・大腸菌※3 

・嫌気性芽胞菌※3 

1 回/1 ヶ月 
・水質基準(10 項目) 

・放射性物質 
－ 

毎日 ・色度・濁度・残留塩素 － 

※1 酸化すると亜硝酸態窒素に変換されるため 

※2 過去 3 年間で基準値の 20％を超過した項目 

※3 クリプトスポリジウムの汚染を把握するための指標値 

4）非常時緊急体制 

 浄水場は重要なライフラインの拠点であり、施設事故における復旧は迅速に行う

必要があります。本町では、突発的な異常対応として、遠方監視通報システムによ

り、緊急出動し復旧活動にあたります。 

また、管路漏水については、水道職員および管工事組合の各当番制により、時間

外に発生する漏水対応に努めております。 
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第４章 水道事業の現状分析と課題 

5）保安設備の状況 

本町の浄水場は、お客様へ供給する大切な水道水の水質監視と原水を処理する浄

水施設、水道水の貯留、供給する配水施設等の機能があります。そのため、常時安

全かつ防犯上の取組みを行う必要があります。既に、上里町浄水場と上里町第二浄

水場間、上里町浄水場と第 3 取水場間においては、遠方監視システム(図表 4.7.4)

が構築されており、町全体の水道施設の情報は、すべて上里町浄水場にて監視が行

われております。また、すべての施設においてテロ、防犯等の危機管理に備えて警

備会社によるオンラインセキュリティシステムによる防犯監視と火災監視システム

を実施しております。今後は、上里町浄水場は、監視カメラを設置しておりますが、

他の機場についての計画的な整備を進めていきます。 

図表 4.7.4 遠方監視システム

図表 4.7.5 水道施設監視状況

監視の種類 上里町浄水場 上里町第二浄水場 第 3 取水場 

防犯監視 ○ ○ ○ 

火災監視 ○ ○ ○ 

監視カメラ ○ × × 

6）貯水槽水道 

 簡易専用水道の設置者は、水道法に基づき、清掃・点検等の管理及び定期的な検

査が必要になります。また、小規模貯水槽水道の設置者は、町の条例により簡易専

用水道に準じた適切な管理を行う必要があります。本町では設置者に対し管理状況

を把握する目的で年 1 回アンケート調査を行っており、簡易専用水道については、

概ね法定検査及び清掃は実施されておりますが、小規模貯水槽水道については、未

実施の施設も見受けられることから、貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組み

の強化が求められます。 
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（2）水道管理の現状および課題の整理 

現   状

◇ 技術職員の不足

◇ 小規模貯水槽水道の水質悪化の危惧

◇ 今後発生するおそれがある災害対策 

◇ 今後発生するおそれがある水質事故対策 

◇ 上里町浄水場～上里町第二浄水場、 

上里町浄水場～第 3 水源の遠方監視設備が完了している。 

◇ 上里町浄水場、上里町第二浄水場、 

第 3 水源のセキュリティシステムを設けている。 

今後の課題

◆ 第三者委託等の導入を検討 

◆ 小規模貯水槽水道設置者への指導・助言 

◆ 危機管理マニュアルの周知徹底 

◆ 水安全計画の策定 

◆ 将来的に、安心かつ安定的に給水を行うため、遠方監視システムの強化・拡充 

◆ 上里町第二浄水場、第 3 水源の監視カメラの導入
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４.８ 水道経営の現状と課題 

（1）組織体制 

 平成 27 年度の上里町水道事業に関わる組織体制は、2 係の 8 名で対応しており

ます。その内訳は、課長 1 名、課長補佐 1 名、業務係 2 名、水道施設係 4 名にな

ります。 

図表 4.8.1 組織体制 

（2）水道財政の現状 

 本町の平成 21 年度から平成 25 年度までの経営状況では、平成 21 年度は、供給

単価に比べて給水原価が上回っており赤字決算になっております。その後、平成 22

年度に水道料金改定により、改善されてきております。 

図表 4.8.2 給水原価および供給単価 
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1）上水道料金体系 

（口径別料金体系／平成 22 年 10 月 1 日施行）（税抜き） 

図表 4.8.3 現在の水道料金 

種
別

口径別 

基本料金 

（1 ヶ月につき） 
超過料金(1ｍ3につき) 

水量(ｍ3) 料金（円） 水量(ｍ3) 料金（円） 

一

般 

13mm～

20ｍｍ 
10ｍ3まで 820 

11～20 103 

21～30 120 

31～40 138 

41～50 155 

51 以上 166 

25mm 20ｍ3まで 2,070 

21～30 120 

31～40 138 

41～50 155 

51 以上 166 

30mm 30ｍ3まで 3,620 

31～40 138 

41～50 155 

51 以上 166 

40mm 40ｍ3まで 5,520 
41～50 155 

51 以上 166 

50mm 50ｍ3まで 7,760 51 以上 166 

臨時用 20ｍ3まで 2,640 21 以上 166 

共用給水施設 10ｍ3まで 820 11 以上 
一般用(13mm～

20mm)と同じ 

※料金は、上記の区分による基本料金と超過料金との合計金額に消費税分を加算した額（ただし、そ

の額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額） 
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2）事業経営状況 

図表 4.8.4 近年の事業経営状況 

-38-



第４章 水道事業の現状分析と課題  

   図表 4.8.5 収益的収入の内訳(平成 21～25 年度決算)

     図表 4.8.6 収益的支出の内訳(平成 21～25 年度決算)

図表 4.8.7 給水原価の内訳(平成 21～25 年度決算)
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第４章 水道事業の現状分析と課題 

（2）水道経営の現状および課題の整理 

現   状

◇ 給水人口の減少に伴う給水収益の減少

◇ 更新需要の増加による事業費の増

今後の課題

◆ 計画的な施設更新

◆ 水道料金の適正化
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４.９ ＰＩによる現状分析 

現状の分析として、業務指標（PI）を用いて現況評価を行います。 

（1）安心 

水源水量の安全性の一つに水源余裕率があります。直近５年間の水源余裕率は、

一日最大給水量の減少に伴い増加傾向にあります。また、水源利用率、原水有効利

用率については、給水量の減少に伴い減少傾向にあります。 

（2）安定 

浄水の安定供給を図る指標として浄水予備力確保率、配水池貯留能力があります。

直近５年間の指標は、一日最大給水量の減少傾向により、増加(安定傾向)にあります。 

（3）持続 

経常費用と経常収益の安定性は、経常収支比率という指標によって示されます。

直近の５年間の経常収支比率は、平成 21 年度には 98.1％と 100％を下回ってお

り、経常赤字となっております。しかし、平成 22 年 10 月の料金改定により 100％

を上回っている状況です。 

有収水量を基準とした浄水の費用とその収益の状況については、給水原価と供給

単価によって示されます。直近５年間の平成 21・22 年度では、給水原価が上回っ

ており、適正な料金収入が確保されておりませんが、平成 22 年度の料金改定によ

り料金収入が確保されており、安定傾向にあります。しかし、今後の施設・管路の

耐震化および、更新需要の増加により多額の事業費が発生するため経営が悪化する

おそれがあります。 
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